
令和６年度特定健康診査及び特定保健指導実施要項 

 

１ 根拠法令  

高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。）  

 

２ 目的  

内臓脂肪の状態に着目した健康診査と、その健診結果を基に判定したメタボリックシン

ドローム（内臓脂肪症候群）の該当者及び予備軍の者に、生活習慣の改善をサポートする

保健指導を実施することで、生活習慣病を予防し、組合員の健康の保持増進を図ることを

目的とする。  

 

３ 対象者  

公立学校共済組合岡山支部の組合員（任意継続組合員を含む）及びその被扶養者で、実

施年度内に４０歳以上７５歳未満の誕生日を迎える者。  

 

４ 特定健康診査  

メタボリックシンドロームに着目した健康診査。  

内臓脂肪の蓄積等を把握することにより、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣

病の予防を図ることを目的とする。  

 

(1)組合員（任意継続組合員を除く）  

事業主の定期健康診断又は当支部実施の人間ドックを受診することで、特定健康診査 

（以下「特定健診」という。）を受診したことになる。 

 ただし、短時間勤務職員で事業主の定期健康診断又は当支部実施の人間ドックを受診し

ない場合は、特定健診受診券の発行を希望する旨当支部へ申し出を行った上で、特定健

診を受診することができる。 

※定期健康診断の結果のうち特定健診に係る項目は、高齢者医療確保法に基づき、各事

業主から当支部に提供される。 

  

(2)被扶養者及び任意継続組合員 

対象者は、当支部から交付を受けた特定健診の「受診券」により、実施医療機関に直接

予約の上、特定健診を受診する。「受診券」は、対象者の自宅に送付する。 

 

(3)検査項目 

区分 項目 

基本的な項目 ○質問票（服薬歴、喫煙歴等） ○理学的検査（身体診察）  

○身長、体重、ＢＭＩ、腹囲の計測 ○血圧測定  

○肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）  

○血中脂質検査（中性脂肪、HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ）  

○血糖検査（空腹時血糖またはHbA1c） 

○尿検査（尿糖、尿蛋白） 

詳細な事項(一定の基

準のもと、医師が必要

と認めた場合に実施) 

○心電図検査  

○眼底検査  

○貧血検査（赤血球、血色素量、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値） 



 

(4)自己負担額  

なし（無料） 

 

５ 特定保健指導  

特定健診の結果、メタボリックシンドロームのリスク等を総合して、生活習慣病の発症

リスクが比較的高く、生活習慣改善による予防効果が期待できる者を対象に、生活習慣改

善のための支援を行う。  

特定保健指導には、「動機付け支援」と「積極的支援」があり、対象者は専門家（医

師、保健師又は管理栄養士）と生活習慣改善に向けた行動計画等を作成し実践する。  

動機付け支援 メタボリックシンドローム予備軍の者を対象とした保健指導。  

初回面接の後、３～６か月後に生活習慣の改善状況と健康状態を

確認する。 

積極的支援 メタボリックシンドローム該当の者を対象とした保健指導。  

初回面接の後、３か月以上の継続的な支援を行い、３～６か月後

に生活習慣の改善状況と健康状態を確認する。 

 

(1) 組合員（任意継続組合員を除く）  

特定健診の結果、特定保健指導の対象となる者に、随時、受診勧奨の通知をする。  

なお、当支部実施の人間ドックを受診する者で、ドック受診当日に特定保健指導を受

ける者には、当該受診勧奨は通知しない。 

 

動機付け支援及び積極的支援対象者 

対象者は、次のいずれかの方法により、特定保健指導を利用することができる。 

利用区分  利用場所  利用方法  

訪問型保健指導で利用 所属所 対象者は、公立学校共済組合本部の実施委託機関

の健康相談員による所属への訪問を受け、特定保

健指導を利用する。（日時及び場所の相談は、健

康相談員から連絡が入る。） 

医療機関で利用 医療機関  対象者は、実施医療機関に直接予約の上、当支部

から送付する「利用券」を持参し、特定保健指導

を利用する。  

対象者には、訪問型保健指導実施委託機関から、所属所を通じて文書で受診勧奨通知を

送付の上、後日電話で利用希望の有無の確認、また希望の場合は日程調整等の連絡があ

る。訪問型の利用を希望しない場合は、後日公立学校共済組合から指定医療機関利用のた

めの「利用券」を自宅に送付する。 

 

(2)被扶養者及び任意継続組合員 

特定健診の結果、特定保健指導の対象となる者に、随時、受診勧奨の通知をする。 

対象者は、希望する実施医療機関に直接予約の上、受診勧奨の通知に同封する「利用

券」を医療機関に持参し、特定保健指導を利用することができる。通知は、対象者の自宅

に送付する。 

 



(3)実施基準 

特定健診の結果、以下の基準に該当する者が特定保健指導の対象となる。  

健 診 結 果  特定保健指導のレベル  

腹 囲  追加リスク  

下記1～4の該当数  

４０～６４歳  ６５～７５歳  

男性：８５㎝以上  

女性：９０㎝以上  

２つ以上該当  積極的支援  動機付け支援  

１つ該当 動機付け支援 

上記以外で  

BMI（※）が２５以上  

３つ以上該当  積極的支援   

動機付け支援  ２つ該当 動機付け支援 

１つ該当 

〈追加リスク〉  

１ 血 糖：空腹時血糖≧100㎎/dl、またはHbA1c≧5.6%  

２ 脂 質：中性脂肪≧150㎎/dl、またはHDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ＜40㎎/dl  

３ 血 圧：収縮期血圧≧130㎜Hg、または拡張期血圧≧85㎜Hg  

４ 喫煙歴：あり（上記１～３のいずれかに該当する場合のみカウント）  

※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

  

(4)自己負担額  

なし（無料） 

 

６ その他  

(1)特定健康診査及び特定保健指導の実施医療機関等について  

対象者に交付する特定健診の「受診券」及び特定保健指導の「利用券」に実施機関一覧

表及び詳細な受診方法等の案内文を添付する。 

  

(2)服務の取扱い 

県立学校等の県費負担教職員の方は、「職務に専念する義務の免除」の対象となる。 

（手続事務を行う担当者は免除の対象外。） 

なお、上記以外の方（市町村立学校の県費負担教職員、県費負担以外の教職員等）の服

務の取扱いについては、各人事担当課等に確認願います。 

 

(3)特定健康診査及び特定保健指導の実施率に係るペナルティについて  

特定健康診査及び特定保健指導の実施率（受診率）が著しく低い場合、公立学校共済組

合が医療保険者として負担している後期高齢者医療制度に拠出する支援金に加算措置が行

われる。支援金に加算措置がされた場合、組合員の掛金の上昇につながる可能性がある。 


